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聖籠町告示第３４号 

 聖籠町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱等の一部を改正す

る告示を次のように定める。 

  令和２年３月２６日 

聖籠町長 西脇 道夫 

   聖籠町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱等の一部を改

正する告示 

（聖籠町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱の一部改正） 

第１条 聖籠町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱（平成２７

年聖籠町告示第１号）を次のように改正する 

  第３条中「税務財政課長、納税対策室長」を「総合政策課長、税務課長」

に改め、「保健福祉課長」の次に「、長寿支援課長」を加える。 

第６条中「総務課」を「総合政策課」に改める。 

 （聖籠町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置要綱の一部改正） 

第２条 聖籠町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置要綱（平成２７

年聖籠町告示第４８号）を次のように改正する。 

  第７条中「総務課」を「総合政策課」に改める。 

 （聖籠町公益通報に関する要綱の一部改正） 

第３条 聖籠町公益通報に関する要綱（平成２０年聖籠町告示第５０号）を次

のように改正する。 

  第８条第２項中「税務財政課長」を「総合政策課長」に改める。 

 （聖籠町行財政改革有識者会議設置要綱の一部改正） 

第４条 聖籠町行財政改革有識者会議（平成３０年聖籠町告示第３９号）を次

のように改正する。 

  第６条中「総務課」を「総合政策課」に改める。 

（聖籠町情報の公表に関する要綱の一部改正） 

第５条 聖籠町情報の公表に関する要綱（平成３１年聖籠町告示第３８号）を

次のように改正する。 

  別表１中 

「 
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総務課 聖籠町総合計画 

聖籠町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

聖籠町男女共同参画行動計画 

聖籠町教育大綱 

聖籠町公共施設総合管理計画 

聖籠町次世代育成支援のための行動計画 

聖籠町女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

施政方針 

聖籠町の統計 

」を 

「 

総務課 聖籠町男女共同参画行動計画 

聖籠町公共施設総合管理計画 

聖籠町次世代育成支援のための行動計画 

聖籠町女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

施政方針 

聖籠町の統計 

総合政策課 聖籠町総合計画 

聖籠町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

聖籠町教育大綱 

」に、 

「 

税務財政課 税概要 

」を 

「 

税務課 税概要 

」に、 

「 

保健福祉課 聖籠町地域福祉計画 
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聖籠町障がい者計画 

聖籠町第５期障がい福祉計画 

聖籠町障がい児福祉計画 

健康せいろう 21（第２次）「健康増進計画」 

聖籠町まるごと食育推進計画 

聖籠町生涯歯科保健計画（第２次） 

聖籠町保健福祉の動向 

」を 

「 

保健福祉課 聖籠町地域福祉計画 

聖籠町障がい者計画 

聖籠町第５期障がい福祉計画 

聖籠町障がい児福祉計画 

健康せいろう 21（第２次）「健康増進計画」 

聖籠町まるごと食育推進計画 

聖籠町生涯歯科保健計画（第２次） 

聖籠町保健福祉の動向 

聖籠町いのち支える自殺対策計画 

長寿支援課 聖籠町高齢者福祉計画 

」に改める。 

 （聖籠町男女共同参画推進会議設置要綱の一部改正） 

第６条 聖籠町男女共同参画推進会議設置要綱（平成２４年聖籠町告示第５５

号）を次のように改正する。 

  別表中「税務財政課長 納税対策室長」を「総合政策課長○税務課長」に、

「保健福祉課長」を「保健福祉課長 長寿支援課長」に改める。 

 （聖籠町不当要求行為等の対策に関する要綱の一部改正） 

第７条 聖籠町不当要求行為等の対策に関する要綱（平成１６年聖籠町告示第

４８号）を次のように改正する。 

別表委員の項中「税務財政課長」を「総合政策課長、税務課長」に改め、

「保健福祉課長」の次に「、長寿支援課長」を加える。 
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附 則 

 この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 


